
31.　9.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

三
回
特
別
給
付
金
の
際
に
新
た
に

支
給
対
象
者
と
な
っ
た
方
に
つ
い

て
は
平
成　
年
４
月
１
日
か
ら
） 

１５

平
成　
年
３
月　
日
ま
で
の
間
に

２５

３１

公
務
ま
た
は
勤
務
に
関
連
し
た
傷

病
で
死
亡
さ
れ
た
方
③
平
成　
年
２８

　
月
１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助

１０料
等
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
方

 　
請
求
期
限
は
９
月　
日
（
月
）

３０

で
す
。
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い

方
は
早
め
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】
次
の
①・②
に
該
当
す

◎
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
（
第
十
三
回
よ
号
）

税
、
固
定
資
産
税
、
国
民
年
金
な

ど
の
掛
金
な
ど
が
減
免
の
方
③
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
方
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る

世
帯
（
準
要
保
護
）
で
、
生
計
を

一
に
す
る
全
員
の
平
成　
年
分
の

３０

総
収
入
が
認
定
基
準
以
下
の
方

　
認
定
基
準
、
申
請
方
法
な
ど
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

　
子
育
て
支
援
分
野
に
従
事
す
る

上
で
、
必
要
な
知
識
や
技
能
な
ど

を
有
す
る
「
子
育
て
支
援
員
」
を

養
成
す
る
研
修
で
す
。

　
【
募
集
コ
ー
ス
】「
地
域
子
育
て

支
援
コ
ー
ス
」、「
放
課
後
児
童
コ

ー
ス
」

　
【
日
時
】　

月
か
ら
順
次
開
始

１１

　
【
会
場
】
新
宿
、
水
道
橋
他

　
【
対
象
】都
内
在
住
ま
た
は
在
勤

で
、
今
後
子
育
て
支
援
員
と
し
て

就
業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

　
申
し
込
み
は
９
月
２
日
（
月
）

～　
日
（
水
）
に
（
必
着
）、
所
定

１８
の
申
込
書
（
市
区
町
村
窓
口
ま
た

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可

能
）
を
郵
送
（
書
留
）
で
株
式
会

社
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
☎
０

　
「
介
護
で
疲
れ
て
い
る
の
に
、相

談
で
き
る
人
が
い
な
い
」「
他
の
方

は
ど
う
や
っ
て
接
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
」
な
ど
、
認
知
症
の
方
を
介

護
す
る
家
族
の
方
の
日
々
の
不
安

や
心
配
事
な
ど
を
気
軽
に
話
し
に

来
ま
せ
ん
か
。
対
象
の
地
域
を
確

認
し
、
担
当
の
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
申
し
込
み
の
上
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
参
加
費
は
１
０
０

円
（
茶
菓
子
代
な
ど
）
で
す
。

◎
東
部
地
域
に
居
住
の
方

　
【
対
象
】
上
の
原
、
神
宝
町
、
金

山
町
、
氷
川
台
、
大
門
町
、
東
本

町
、
新
川
町
、
浅
間
町
、
小
山

　
【
日
時・会
場
】
９
月　
日
、　
１７

１０

月　
日
い
ず
れ
も
火
曜
日
の
午
後

１５
１
時　
分
～
２
時　
分
。
東
部
地

１５

４５

域
セ
ン
タ
ー
会
議
室
２
で

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
東
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

３・９
９
９
６
ま
た
は
☎
４
２
８・

７
７
８
８
へ
。

◎
中
部
地
域
に
居
住
の
方

　
【
対
象
】
本
町
、
幸
町
、
中
央
町
、

南
沢
、
学
園
町
、
ひ
ば
り
が
丘
団

地
、
南
町
、
前
沢
一
～
三
丁
目

　
【
日
時・会
場
】
９
月
９
日
（
月
）

午
後
１
時
～
２
時
半
。
中
央
町
地

区
セ
ン
タ
ー
第
３
会
議
室
で

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
中
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０・８
１
８
６
ま
た
は
☎
４
５
１・

５
１
２
１
へ
。

◎
西
部
地
域
に
居
住
の
方

　
【
対
象
】
前
沢
四・五
丁
目
、
滝

山
、
野
火
止
、
八
幡
町
、
柳
窪
、

弥
生
、
下
里

　
【
日
時・会
場
】
９
月　
日
（
月
）

３０

午
後
１
時　
分
～
２
時
半
。
西
部

１５

地
域
セ
ン
タ
ー
講
習
室
２
で

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
西
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

２
・
０
６
６
１
へ
。

　
【
任
用
期
間
】　
月
１
日
以
降
～

１０

２
年
３
月　
日
３１

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】午
前
９
時
～

午
後
５
時
（
７
時
間
。
月　
日
以

１２

内
）。
出
勤
日
は
応
相
談
。

　
【
勤
務
場
所
】わ
く
わ
く
健
康
プ

ラ
ザ
　
【
業
務
内
容
】電
話
対
応
、パ
ソ

コ
ン
を
使
用
し
た
入
力
作
業
や
デ

ー
タ
集
計
、
各
種
事
業
補
助
な
ど

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
賃
金
】市
の
規
定
に
よ
る（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
９
月　
日
（
金
）

１３

ま
で
に
、
事
前
連
絡
の
上
、
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
を
健
康
課
特
定

健
診
係
（
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ

内
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。
採
用
は
、
書
類
選

考
と
面
接
の
上
で
決
定
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
７
・
０

０
１
３
へ
。

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
臨
時
職
員
）

　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は　
月
１
日
以
降
に
採
用
す
る
保

10
育
士
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
任
用
期
間
】　
月
１
日
～
２
年

１０

３
月　
日
（
更
新
の
場
合
あ
り
）

３１

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】月
1
日
～
４

日
程
度

　
【
勤
務
場
所
】子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
地
域
子
ど
も
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
上
の
原
他

　
【
業
務
内
容
】子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る
事
業
な
ど

で
の
保
育
業
務

　
【
資
格
】保
育
士
免
許
を
有
す
る

市
内
在
住
の
方

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
賃
金
】市
の
規
定
に
よ
る（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
９
月
５
日
（
木
）

ま
で
に
、
事
前
連
絡
の
上
、
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
と
資
格
証
明
書

の
写
し
を
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
（
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ

内
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。
採
用
は
、
書
類
選

考
と
面
接
の
上
で
決
定
し
ま
す
。

面
接
日
は
９
月
９
日
（
月
）・　
日
１０

（
火
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
☎
４
７
1
・
０
９
１
０
へ
。

健
康
課
（
臨
時
職
員
）

　
健
康
課
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、

健
康
課
臨
時
職
員
（
事
務
）
を
募

集
し
ま
す
。

　
利
用
期
間
は
、
申
請
日
か
ら
最

初
に
到
達
す
る
９
月　
日
ま
で
で

３０

す
。
申
請
は
、
障
害
者
手
帳
と
認

め
印
を
持
参
の
上
、
障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

日
中
一
時
支
援
事
業

　
障
害
者
・
児
を
日
常
的
に
介
護

し
て
い
る
家
族
が
、
急
な
用
事
や

外
出
、
レ
ス
パ
イ
ト
（
一
時
的
な

休
息
）な
ど
の
理
由
で
、障
害
者・

児
の
見
守
り
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
、
一
時
的
に
預
か
り
、
日
中
活

動
の
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。
さ

い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行
う
都

型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と
併
せ
、
ひ

と
月
に
７
日
間
を
上
限
と
し
て
利

用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】
身
体
障
害
者
手
帳
、愛

の
手
帳
、精
神
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
方（　
歳
１８

未
満
の
方
は
、知
的・精
神
の
障
害

が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も
可
）

　
【
利
用
者
負
担
額
】
１
回（
８
時

間
以
上
）の
利
用
に
つ
き
６
０
０

円（
利
用
時
間
に
応
じ
て
金
額
が

変
わ
り
ま
す
。非
課
税
世
帯
は
半

額
）

移
動
支
援
事
業

　
屋
外
で
の
移
動
に
支
障
が
あ
る

障
害
者
・
児
の
外
出
を
支
援
し
、

余
暇
活
動
な
ど
の
社
会
参
加
を
促

す
も
の
で
す
。

　
ひ
と
月
に
利
用
で
き
る
時
間
は
、

小
学
生
が　
時
間
、
中
学
生
以
上

１０

が　
時
間
。
夏
季（
７
月
～
９
月
）

２０
は
小
学
～
高
校
生
の
利
用
時
間
を

　
時
間
拡
大
し
て
い
ま
す
。

１０
　
【
対
象
】
小
学
生
以
上
で
、次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

で
視
覚
、両
下
肢
お
よ
び
両
上
肢

１
級
、体
幹
１
級
の
障
害
が
あ
り
、

車
い
す
を
用
い
た
単
独
移
動
が
困

難
な
方
②
愛
の
手
帳
、精
神
保
健

福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方（　
歳
１８

未
満
の
方
は
、知
的・精
神
の
障
害

が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も
可
）

　
【
利
用
者
負
担
額
】　
分
に
つ
き

３０

　
円
（
両
上
肢
お
よ
び
両
下
肢
、

８５ま
た
は
体
幹
１
級
の
障
害
が
あ
る

方
で
身
体
介
護
あ
り
と
判
断
さ
れ

た
方
は
、　

分
に
つ
き
１
５
５
円
。

３０

非
課
税
世
帯
は
無
料
）

す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
へ

　
す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
で　
１０

　
認
知
症
は
誰
で
も
か
か
る
可
能

性
の
あ
る
病
気
で
す
。
た
と
え
認

知
症
に
な
っ
て
も
、
地
域
の
サ
ポ

ー
ト
が
あ
れ
ば
、
住
み
慣
れ
た
地

域
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知

症
の
予
防
方
法
を
一
緒
に
学
び
ま

せ
ん
か
。
今
回
は
中
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
主
催
で
す
。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
金
）
午
後

２０

２
時
～
３
時
半
（
1
時
半
か
ら
受

け
付
け
）

　
【
会
場
】南
町
地
区
セ
ン
タ
ー
第

１
・
２
講
習
室

　
【
内
容
】「
認
知
症
の
正
し
い
理

解
や
接
し
方
に
つ
い
て
」「
サ
ポ
ー

タ
ー
と
し
て
で
き
る
こ
と
」
な
ど

　
【
対
象
】
市
内
在
住
・
在
勤
で
、

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を

受
講
し
た
こ
と
が
な
い
方

　
【
定
員
】
先
着　
人
５０

　
【
費
用
】
無
料

　
【
そ
の
他
】手
話
通
訳
あ
り
。
受

講
修
了
者
に
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
の
目
印
と
な
る
「
オ
レ
ン
ジ

リ
ン
グ
」
を
差
し
上
げ
ま
す

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
９
月
２

日
（
月
）
午
前
９
時
か
ら
中
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０
・
８
１
８
６
、
フ
ァ
ク
ス
４
７

０
・
８
１
８
８
へ
。

３
・
５
９
１
３
・
６
２
２
５
へ
。

　
詳
細
は
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp://partner.lec-jp.com/ti/tok
yo-kosodate/

）ま
た
は
募
集
要
項

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
、
本
研
修
全
般
に
つ
い

て
の
ご
質
問
は
都
福
祉
保
健
局
計

画
課
☎
０
３
・
５
３
２
０
・
４
１

２
１
へ
。

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
就
学
援
助
の
支
給
費
目
の
う
ち
、

新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
を
入

学
前
に
支
給
し
ま
す
。

　
【
対
象
と
な
る
家
庭
】２
年
２
月

１
日
現
在
市
内
に
居
住
し
、
２
年

４
月
に
公
立
小
・
中
学
校
に
入
学

予
定
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
、

次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
。

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
（
た
だ
し
、
認
定

基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合

や
転
出
の
場
合
を
除
く
）
②
市
民

月
以
降
の
継
続
利
用
に
つ
い
て
承

諾
書
を
提
出
い
た
だ
い
た
方
は
、

新
た
な
利
用
決
定
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。
そ
の
他
の
方
に
は
必
要

書
類
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

早
め
に
ご
確
認
の
上
、
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。　

月
か
ら
利
用

１０

す
る
新
し
い
利
用
決
定
通
知
書
は
、

９
月
中
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

臆

俺

牡

卸
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乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

就
学
援
助（
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
）の

入
学
前
支
給
を
行
い
ま
す

障
害
者
サ
ー
ビ
ス

日
中
一
時
支
援
事
業
・
移
動
支
援
事
業
の
ご
案
内

戦
没
者
等
の
妻
の
皆
さ
ん
へ

特
別
給
付
金
の
請
求
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

「
認
知
症
介
護
者
家
族
会

（
９
・　

月
開
催
分
）」
を
開
催
し
ま
す

１０

元
年
度
東
京
都
子
育
て
支
援
員
研
修

（
第
２
期
）の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す

 　
請
求
期
限
は
９
月　
日
（
月
）

３０

◎
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

給
付
金
（
第
二
十
七
回
は
号
、
第

二
十
二
回
を
号
、
第
十
七
回
つ
号
、

第
十
回
な
号
、
第
四
回
む
号
）

で
す
。
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い

方
は
早
め
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】継
続
支
給
＝
戦
没
者
等

の
妻
と
し
て
、
特
別
給
付
金
（
第

二
十
二
回
は
号
、
第
十
七
回
を
号
、

第
十
回
つ
号
、
第
四
回
な
号
）
の

受
給
権
を
取
得
し
て
お
り
、
平
成

　
年　
月
１
日
に
お
い
て
、
恩
給

２８

１０

法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
・
特
例
扶

助
料
又
は
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
・
遺

族
給
与
金
等
の
受
給
権
を
有
し
て

い
る
方
▼
移
行
支
給
＝
次
の
①
～

③
に
該
当
す
る
方
。
①
戦
傷
病
者

等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

（
第
二
十
三
回
ま
た
は
第
二
十
五

回
）
の
受
給
権
を
取
得
さ
れ
た
方

②
夫
で
あ
る
戦
傷
病
者
等
が
、
平

成　
年　
月
１
日
か
ら
（
第
二
十

１８

１０

る
方
。
①
第
二
十
三
回
ま
た
は
第

二
十
五
回
特
別
給
付
金
の
受
給
権

を
取
得
さ
れ
た
方
。
②
夫
で
あ
る

戦
傷
病
者
等
が
、
平
成　
年　
月

１８

１０

１
日
か
ら
（
第
二
十
三
回
特
別
給

付
金
の
際
に
新
た
に
支
給
対
象
者

と
な
っ
た
方
に
つ
い
て
は
平
成　
１５

年
４
月
１
日
か
ら
）
平
成　
年
３

２５

月　
日
ま
で
の
間
に
一
般
の
怪
我

３１
や
病
気
で
死
亡
さ
れ
た
方
。

　
詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
９
ま
た

は
都
福
祉
保
健
局
計
画
課
☎
０

３
・
５
３
２
０
・
４
０
７
７
へ
。

　

月
１
日
か
ら 

１０年
金
生
活
者
支
援
給
付
金 

が
は
じ
ま
り
ま
す

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額

が
一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受

給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め

に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給

さ
れ
る
も
の
で
す
。
受
け
取
り

に
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
日
本
年

金
機
構
が
実
施
し
ま
す
。

　
【
施
行
日
】
元
年　
月
１
日

１０

　
【
対
象
者
】老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
者
（
※
）
で
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
方
。
①　
歳
６５

以
上
②
世
帯
員
全
員
の
市
民
税
が

非
課
税
③
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

所
得
額
の
合
計
が
約　
万
円
以
下
。

８８

　
※
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
者
で
前
年
の
所
得
額

が
約
４
６
２
万
円
以
下
で
あ
る
方
。

　
【
請
求
手
続
き
】平
成　
年
４
月

３１

１
日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
請
求
手
続
き
の
通
知

が
９
月
上
旬
か
ら
順
次
届
き
ま
す

の
で
、
同
封
の
ハ
ガ
キ
（
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）

を
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
　
【
ご
注
意
】日
本
年
金
機
構
や

厚
生
労
働
省
を
装
っ
た
不
審
な

電
話
や
案
内
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労

働
省
か
ら
、
口
座
番
号
を
お
聞

き
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
金
銭

を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５

７
０
・
０
５
・
４
０
９
２
（
ナ

ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
ま
た
は
武
蔵
野

年
金
事
務
所
☎
０
４
２
２
・
５

６
・
１
４
１
１
へ
。

　
柳
泉
園
組
合
の
不
燃
・
粗

大
ご
み
処
理
施
設
内
に
お
い

て
、
６
月　
日
に
、
リ
チ
ウ

２０

ム
イ
オ
ン
電
池
な
ど
が
発
火

の
原
因
と
推
測
さ
れ
る
火
災

が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
に
、小
型
充
電
式
電
池（
リ

チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
、
ニ
カ

ド
電
池
、
ニ
ッ
ケ
ル
水
素
電

池
）
は
、
小
型
家
電
回
収
Ｂ

Ｏ
Ｘ
に
入
れ
て
い
た
だ
く
か
、

一
般
社
団
法
人
Ｊ
Ｂ
Ｒ
Ｃ
が

推
奨
す
る
回
収
拠
点
に
お
出

し
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
ご
み
対
策
課

☎
４
７
３
・
２
１
１
７
へ
。

柳
泉
園
組
合
で

起
き
た
火
災
と

ご
み
の
分
別
に
つ
い
て

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
ま

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
すす

～
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
暮
ら
せ
る
よ
う

～
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
暮
ら
せ
る
よ
う
、、

認
知
症
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
？

認
知
症
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
？
～～


